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１３時００分 開会 

 

教育長：こんにちは。傍聴希望の方がみえていますので、入室を許可してよ

ろしいでしょうか。では、お願いします。只今から第６回教育委員会

を開催しますので、よろしくお願いします。８月８日の第５回委員

会から期間が空きましたが、夏休みのほうはコロナ禍前の普通のよ

うな夏休みになると予想していたんですが、熱中症、熊対策、前回の

会議が終わったくらいに日向灘での地震もありました。そこから夕

方にかけて、巨大地震注意の対応ということでバタバタして、学校

が休みだったんで良かったんですが、次の日の部活動の対応があり

ましたんで、中学校の校長とは話をしました。夏休みの終わりのほ

うでは台風１０号が迷走して、こちらも対応に苦慮しました。４つ

もの自然災害的なことがあって、場合によっては危険が及ぶおそれ

があるということで、そちらの対応も振り回された感がありました。

しかし、子どもたちのほうはこの夏休み大きな事故もなく、教育委

員会への報告はありませんでしたので、無事に過ごしてくれたのか

と思います。２学期に入り、ほぼ１ヶ月になってきます。そろそろ運

動会の練習も始まってくるかと思いますんで、よろしくお願いしま

す。それでは、議事に入らせていただきます。前回会議録署名委員は

Ａ委員とＢ委員でした。今回会議録署名委員はＢ委員とＣ委員とい

うことで、よろしくお願いします。では、事項書４の教育長報告をさ

せていただきます。 

    【主な教育長報告】 

８月 ９日（金）三重県市町教育委員会教育委員等研修会 

８月１６日（金）尾鷲中学校 剣道部、陸上部選手市長表敬訪問 

８月１９日（月）ＡＬＴ着任あいさつ 

８月１９日（月）尾鷲市議会全員協議会 

８月２１日（水）第２回東紀州教育長会議 

８月２２日（木）校長ヒアリング 

８月２３日（金）校長ヒアリング 

８月２６日（月）尾鷲市議会全員協議会 

８月２８日（水）定例記者会見 

９月 ３日（火）第３回尾鷲市議会定例会開会 

９月 ４日（水）校長会 

９月 ５日（木）第２回就学支援委員会 

９月 ９日（月）一般質問 



９月１０日（火）一般質問 

９月１２日（木）行政常任委員会（補正予算・報告事項） 

９月１５日（日）八幡神社例大祭 

９月１８日（水）行政常任委員会（決算報告） 

９月２０日（金）学力向上推進委員会 

９月２５日（水）三重県市町教育長会 臨時会議（リモート） 

９月２６日（木）第２回尾鷲市議会定例会閉会 

    教育長報告は以上です。教育長報告について何かありましたらお願

いします。よろしいですか。なければ、次に事項書５、報告事項をお

願いします。 

事務局：（１）学校行事等について、です。資料１をご覧ください。運動会・

体育祭の日時を記載しています。賀田小学校・輪内中学校について

は１学期に終了しています。１０月１２日の尾鷲中学校から始まり、

１１月９日の矢浜小学校で終わりとなります。下段には中学校の文

化祭の日程を記載しています。裏面をご覧ください。修学旅行につ

いてです。既にほとんどの学校で終わっているんですが、向井小学

校と賀田小学校が１０月・１１月に奈良・京都・大阪のほうに行って

きます。以上です。 

教育長：よろしいでしょうか。また時間が合えば運動会・体育祭を見に行っ

てあげてもらえればと思います。以前では考えられないような１１

月に運動会が２校あるということですが、去年も尾鷲小学校の運動

会では熱中症のアナウンスが入っていました。まだまだ熱中症が心

配ですね。では、次をお願いします。 

事務局：（２）熱中症指数が３５以上になったときの対応について、です。熱

中症特別警戒アラートというのが本年度作られました。以前紹介し

ましたが、熱中症特別警戒アラートは、県内１２の観測点すべてに

おいて、熱中症指数が３５を超えたときに、県内全体に発令されま

す。しかし、今年の夏を見ていきますと、特に北勢のほうで３５に近

いところが出てきていましたので、尾鷲が３５になったときにどの

ように対応すればいいかということをまとめています。１つ目の◎

の部分は、特別警戒アラートが出た場合です。これは前日の１４時

に発表されますので、もし発表された場合は臨時休業となります。

２つ目の◎ですが、先ほど言ったように、尾鷲市に翌日熱中症指数

が３５以上の予報が出た場合の対応です。尾鷲市教育委員会のほう

で、学校活動のあり方を検討した上で、臨時休業等の措置を決定し

たいと考えています。３つ目の◎ですが、尾鷲市の観測地点におい



て、当日の教育活動中に熱中症指数が３５以上になった場合です。

３５以上になったからといってすぐに帰してしまうと、返している

間に危険な状態になりますんで、学校の涼しい所で少し待機をする

状態にしました。ただ水曜日は終業が早いので、習い事などの都合

がある場合は保護者に迎えに来てもらって帰すように考えています。

ですので、歩いて帰らせるということはありません。水曜日以外に

ついては、６時間目終了時まで待機をさせて、気温が下がった状態

で下校させるようにします。水曜日と同じように何か都合がある場

合は、保護者に迎えに来てもらって引き渡しを行いたいと考えてい

ます。以上です。 

教育長：今からは少し下がってくるかと思いますが、来期のことも踏まえて、

ある程度の指針ということでこれを配布させてもらいました。この

点についてよろしいでしょうか。では、次をお願いします。 

事務局：（３）南海トラフ地震臨時情報における学校の対応について、です。

教育長報告にもありましたが、宮崎県沖で大きな地震が起きました。

そこで初めて、南海トラフ地震臨時情報「調査中」という言葉が出ま

して、その後２時間ほど経過して「巨大地震注意」が発表されまし

た。今後、このようなことが２学期以降あるかもしれませんので、ど

のような対応をしていくかについてまとめて、周知を行っています。

まず、南海トラフ地震臨時情報が発令されたときに、地震があって、

尾鷲の地域が揺れた場合は、危険ですのですぐに避難します。もう

一つは、地震の揺れは小さかったけど、津波が来るという情報が出

た場合、これも避難します。しかし今回の場合は、揺れてもいない

し、津波の情報もなかった。そんな場合「調査中」というものが出ま

した。「調査中」が出たときには、２時間後に臨時情報が発表されま

す。それまでの間は、避難をするんじゃなくて、何が起こっても動け

るように避難準備をした上で、避難経路や避難行動を確認して通常

の教育活動を進めていきます。そこで地震が起きた場合はすぐに避

難ということになります。それが１の（１）（２）の事項になります。

（３）は在宅中に「調査中」が発表された場合です。在宅中は、安全

を確保しながら学校からの連絡を待ちます。登校中の場合は、学校

又は自宅のいずれか近い方に移動して安全を確保していくこととし、

学校からの連絡を待った上で行動してもらうようにします。２の、

検討会議後、「巨大地震注意」が発表された場合です。（１）登校につ

いては、通常の生活をしていくとの国の発表もありましたので、通

常の登校で通常の教育活動を行います。通学路の点検や通学バスの



安全対策の再確認が必要な場合は、登校時間を遅らせるなど、安全

確認を優先しながらの登校となります。（２）校内の学習活動につい

ては、通常の状態でやっていきますが、日頃からの地震への備えを

再確認しながら進めていきます。（３）校外の活動については、安全

を第一優先に考えて判断していきます。安全だと判断できる場合は

そのまま教育活動を進め、ちょっと危険を感じる場合は学校に帰る

というように、安全を最優先に判断していくこととします。（４）中

学校の部活動についても、避難経路等を再確認した上で、通常の部

活動をしていきます。ただし、練習試合や合同練習等は延期を検討

していきます。大会については、選手や学校が希望をして、保護者の

送迎支援を得られる場合、参加を許可することとしました。最後に、

３のスクールバスにおける対応についての対応です。輪内方面では

スクールバスを運行しており、もし運行中に「調査中」が発表された

場合は、安全を確保しながら基本的には運行していきます。その後、

巨大地震警戒となったときには保護者への引き渡しを行い、注意の

場合は通常の教育活動を行っていきます。登下校中に発表があった

場合は、注意を払いながら運行していきます。当然、地震が起こった

り、津波警報が発令された場合は、避難を最優先に行い、避難した上

で安全が確保できる状態であれば、運行を続けていくこととしてい

ます。もう１枚の資料は先程の説明を簡単にまとめたもので、保護

者に配布するものになります。学校管理下では安全を確保した上で

通常の学校活動を行い、登校中の場合は学校又は自宅のいずれか近

い方に避難をするということを基本として書いています。もし巨大

地震警戒となった場合は、学校は１週間の臨時休業ということとし、

子どもたちの安全を確保することとしています。説明は以上です。 

教育長：南海トラフの地震情報についてはいかがでしょうか。 

Ｃ委員：心配しだすときりがないんですが、二重の災害ということで、大雨

の時に地震とか、津波の避難訓練はしているけど、台風の崖崩れと

か非常に多いので、災害と災害が重なったとき、二重・三重の災害へ

の対応はどのようにしていくか検討しないといけません。 

教育長：二重の災害ということでいくと、今回は夏休み中で良かったんです

が、最初のマニュアルでは、「調査中」になったら避難するとなって

いました。熱中症の懸念がある中、地震で揺れてもいないのに避難

するのか、というのがあって、揺れているんなら避難しなければな

らないけど、揺れていないのに避難するのかというのが、マニュア

ルの隙間なんですね。今回のことを受けてマニュアルの隙間を埋め



ていかないといけなくて、その上でも臨機応変な対応が必要になり

ます。昨日の防災講話の話でいくと、日向灘沖だったからこの地方

は揺れなかったけど、これが四国あたりだったら絶対揺れているは

ずなんです。どちらかと言えば相模トラフのほうが心配みたいで、

関東大震災も相模トラフの影響みたいですね。相模トラフが揺れた

場合の南海トラフへの連動はまだ究明されていないけど、心配して

いるとのことでした。マニュアルは机上で考えていくものなので、

その間に実際との隙間を埋めていくということと、家庭のほうでも

防災意識を高めてもらうのに、勉強の機会になったんじゃないかな

と思いました。二重災害ということで言えば、能登の人たちは仮設

住宅へやっと入って１週間後にこの豪雨被害ということで、泥水が

住居に入ると生活への影響が大きいので、またこれで能登から人が

離れてしまうという心配もあるそうです。別件ですが、熊対策につ

いては、賀田小学校で夏休み明けに少し対応をしたということで、

バスを違う場所で停留させて、先生が迎えにきて歩いて学校へ行っ

ていましたが、２週間後には元の場所に戻って、先生が連れて登校

することになりました。旧町内については、もし熊が出た場合はす

ぐ関係機関と連携を取りあって見守り体制を取ることとしています。

昨日もまたこの地域で目撃情報があったようです。このへんのツキ

ノワグマは冬眠しないようなんで、絶滅危惧種に指定されている種

類でしたよね、課長。 

事務局：ＤＮＡが違うみたいですね。 

Ｂ委員：冬眠しないんですか。 

事務局：そのようです。熊対策の撃退スプレーのほうも水産農林課から数本

いただきましたので、各校に配れるように考えています。 

教育長：はい、以上のようなことです。これで報告事項を終わります。では、

次に、事項書６、審議事項に入りますので、報道の方はここでご退席

をお願いします。 

 

報道退席 

 

【秘密会】 

 

【全件承認】 

 

教育長：ありがとうございました。審議事項は以上となりますので、７のそ



の他に入りたいと思いますが、事務局から何かありますか。 

事務局：生涯学習課から報告事項があります。夏休みに開催を予定していた

ホラーナイトですが、明日開催を予定しています。２部構成となっ

ており、怖がり・低学年用にちょいこわモードは現在４１組１３０

名の方に申し込みいただいています。児童・幼児が９３名、付き添い

の方が３７名です。これを３０分間隔に分けて３回行います。その

後、どごわいモードとして、５４組、１４７名の方、児童・幼児が１

３３人、付き添いの方１３人となっています。こちらは５時スター

トの３０分間隔で、終了が１９時を予定しています。合計としまし

て、９５組２７６名の方から申し込みいただいており、児童・幼児が

２２６名、付き添いが５０名となっています。参考までに、令和５年

ですが、８９組２９０名の申し込みで、児童・幼児２２３名、付き添

いが６７名でした。最終的に参加が７６組２４４名に減ってはいる

んですが、昨年とほぼ変わらない申し込みをいただいています。付

き添いの方が減ってトータルの人数が減っているんですが、児童・

幼児の数は若干増えています。昨年は３階と２階で実施したんです

が、階段を下りる間に明かりで怖さが覚めてしまう感じがあったん

で、今年は３階だけで実施します。それと、別件ですが、お仕事体験

ハッピーデーの日程が１２月１５日、二十歳のつどいの日程が令和

７年１月１２日に決定しましたので、取り急ぎご報告いたします。

詳細については次回以降の会議で報告させていただきます。 

教育長：ありがとうございます。見に行ける人は見に行ってください。では、

事項書８、次回開催日についてお願いします。 

事務局：１０月ですが、２２日（火）から２４日（木）あたりで皆さんのご都

合はいかがでしょうか。 

各委員：どの日でも午後からなら都合がいい。 

事務局：では、１０月２４日（木）午後１時３０分からということでお願いし

ます。 

教育長：はい、次回は１０月２４日（木）の午後１時３０分からということ

で、お願いします。では、これで第６回の教育委員会を閉じます。あ

りがとうございました。 

 

１３時４５分 閉会 


